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「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」の認定マークが決定しました 

 
～認定の対象を拡大して、ガイドラインを分かりやすく改正～ 

    
 厚生労働省では、民間職業訓練機関における職業訓練サービスの質の向上を推進するた

め、「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」を策定し、ガイドライ

ンに適合する民間教育訓練機関の事業所を認定する「職業訓練サービスガイドライン適合

事業所認定事業」を実施しています。 

 

このたび、認定を受けた事業所が、職業訓練サービスの質の向上に取り組んでいること

をよりアピールできるよう、認定マークを決定しましたので、お知らせします。 

 

また、さらにこの取組を推進するため、 

① 平成31年度の認定事業（※）から、認定の対象を拡大しました。 

（公的職業訓練の質の向上に取り組む民間教育訓練機関の事業所に加え、雇用保険 

法第60条の２第１項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練を実施する者の事 

業所に拡大） 

② ガイドラインについて、民間教育訓練機関がよりわかりやすく、取り組みやすく 

なるよう、自己診断表の整理や補足説明の充実等の改正を行いました。 

 

 厚生労働省では、民間職業訓練機関における職業訓練サービスの質の向上をさらに推進

していくため、認定マークやガイドラインの周知を図っていきます。 

 
※今年度のガイドライン適合事業所認定は、秋頃の開始を予定しています。 
 

■「職業訓練サービスガイドライン適合事業所認定」の認定マーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【マークの解説】 

人材開発行政の最重要施策の一つであり、職業訓練サービスの代表格 

である公的職業訓練のイメージキャラクターの「ハロトレくん」をモチーフ 

に、職業訓練サービスガイドラインに基づき質の向上に取り組む事業所 

であることを認定された優良な事業所であることをメダルとリボンをイメ 

ージしたデザインで表現している。 

 

【ロゴマークの制作者】 

柿原 さゆりさん （北海道富良野市） 

 ※「ハロトレくん」制作者 
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別添１：「民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン」改定のポイント 

別添２：「民間教育訓練機関に対する質向上の取組支援」の概要 

別添３：民間教育訓練機関における職業訓練サービスガイドライン 

 

参考：民間教育訓練機関における職業サービスガイドラインの詳細は、厚生労働省ホーム

ページをご参照ください。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaiha

tsu/minkan_guideline.html 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/minkan_guideline.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/minkan_guideline.html

